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水元保健センター
�03‐3627‐1911
東水元1‐7‐3

新小岩保健センター
�03‐3696‐3781
西新小岩4‐21‐12

金町保健センター
�03‐3607‐4141
金町4‐18‐19

青戸保健センター
�03‐3602‐1284
青戸4‐15‐14

健康部（保健所）
㈹�03‐3602‐1222
青戸4‐15‐14

【担当課】

▼障害福祉課（区役所2階201番）
�03‐5654‐8301

▼精神障害者保健福祉手帳をお持ち
の方／保健予防課（青戸4‐15
‐14健康プラザかつしか内）
�03‐3602‐1274

いずれの手当・制度も所得制限があります。
下表に該当すると思われる方で、未申請の方はお問い合わせください。
所得超過により受給資格が消滅した方は、令和2年中の所得（令和3年度住民税算定基礎所得額）が基準内であれば再度申請す

ることができます。

9月は◯障受給者証の更新月です。有効期間が令和3年9月1日～令和4年8月31日の◯障受給者証を、8月19日
㈭ごろに発送します。所得制限により対象外となる方には、その旨を通知します。
新しい◯障受給者証が8月中に届かない場合は、お問い合わせください。

休日応急診療 必ず事前に電話の上、マスク着用で受診してください。
中学生以下の方が受診する際は、保護者の同伴をお願いします。
車で来診される場合は、診療所の駐車場または近隣の有料駐車場をご利用ください。
◆医療機関などの案内
東京都医療機関案内サービスひまわり �０３‐５２７２‐０３０３
東京消防庁救急相談センター（２４時間対応） �＃７１１９または�０３‐３２１２‐２３２３
本田消防署 �０３‐３６９４‐０１１９／金町消防署 �０３‐３６０７‐０１１９
◆平日夜間診療所（小児科）
平日夜間こどもクリニック（東金町１‐２２‐１金町地区センター内金町休日応急診療所）
�０３‐３６２７‐００２２ （受付時間）月～金曜日 午後７時３０分～９時４５分
◆休日診療所（内科・小児科）
金町休日応急診療所（東金町１‐２２‐１金町地区センター内） �０３‐３６２７‐００２２
（受付時間）日曜日・祝日

午前１０時～１１時３０分、午後１時～３時３０分・５時～９時３０分
土曜日 午後５時～９時３０分

※休日診療所ではインフルエンザ、溶連菌などの迅速検査、新型コロナウイルス感
染症のPCR検査は行っていません。
※立石休日応急診療所は休診しています。

◆休日当番医（受付時間）午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分
電話番号

０３‐３６０７‐２５１６
０３‐５８７６‐９４１６
０３‐５６７２‐２２２５
０３‐３６０２‐０３５７
０３‐５６７０‐２８２６
０３‐３６７２‐９６１１
０３‐３６９１‐３７１５
０３‐３６９３‐８８２１
０３‐３６０２‐０３５７
０３‐３６９７‐１５５６
０３‐５６４８‐８７４１
０３‐５６６０‐７６１１

所 在 地
新 宿２‐２‐１４
金 町６‐２‐１‐２階
立 石７‐３‐４
西 亀 有２‐３７‐３
西新小岩１‐８‐４
細 田３‐２９‐１５
西新小岩４‐３７‐３
立 石６‐３４‐１２
西 亀 有２‐３７‐３
東 立 石３‐２４‐１６
柴 又１‐４１‐１１‐１階
東 金 町２‐４‐１８

診 療 科 目
内
内、胃
内、消内、乳外、肛、小
外
外、整、内、胃
整、内、外、放、リハ
内、胃、外
内、小
外
小
耳鼻咽
整、リハ

医 療 機 関 名
矢 作 ク リ ニ ッ ク
ヴィナシス金町内科クリニック
立石中央クリニ ッ ク
茅 野 外 科 内 科
新 小 岩 北 口 診 療 所
黒木整形外科内科クリニック
いしかわクリニ ッ ク
遠武内科小児科 医 院
茅 野 外 科 内 科
菊 島 小 児 科 医 院
なかむら耳鼻科小児科
た し ろ 整 形 外 科

月日

８／８

８／９

◆休日歯科当番医（診療時間）午前9時～午後4時
電話番号

０３‐３６５８‐２５９１
０３‐３６５１‐６９９８
０３‐５６６８‐５１５０
０３‐３６５２‐１６１５

◆休日当番接骨院（開院時間）午前9時～午後5時
電話番号

０３‐３６０４‐３３５４
０３‐５６９８‐２５７７
０３‐３８２６‐１９５３
０３‐６８７４‐８８５２

◆休日対応薬局（開局時間）午前9時～午後5時30分
電話番号

０３‐３６９４‐０４３５
０３‐３６０９‐８３０１
０３‐５６１６‐７５１７
０３‐５６８２‐７０６０
０３‐５６７０‐９３１１
０３‐３６０３‐０３０１
０３‐３６９４‐０９３９
０３‐６２３１‐３６７２
０３‐３６０７‐７７２２
０３‐５６５４‐６８６６
０３‐５６５４‐２８８４

所 在 地

柴 又６‐１４‐１
新 小 岩３‐２０‐４
柴 又５‐８‐３‐２階
新 小 岩４‐８‐１０

所 在 地

お花茶屋２‐１‐４
宝 町１‐２‐１
東 金 町１‐１９‐３
新 小 岩１‐５６‐５‐１階

所 在 地

立 石７‐６‐１
金 町６‐２‐１‐２階
亀 有５‐３０‐１
亀 有５‐２１‐８‐１０３
西新小岩１‐８‐５‐１階
小 菅２‐２０‐１３
西新小岩４‐３７‐１４
柴 又１‐４１‐１０
東 金 町１‐１５‐４
立 石６‐３４‐１３
東 立 石３‐２１‐７

医 療 機 関 名

川 本 歯 科
唐 鎌 歯 科 医 院
木 暮 歯 科 ク リ ニ ッ ク
安 斎 歯 科 医 院

接 骨 院 名

ロ イ ヤ ル 整 骨 院
い け だ 接 骨 院
あ っ た か い 接 骨 院 鍼 院
ブ ラ ボ ー 整 骨 院

薬 局 名

お お う ら 薬 局 第 一 支 店
な の 花 薬 局 金 町 店
あ お ぞ ら 薬 局
プ ラ イ ム 薬 局 亀 有 店
フ レ ン ド 薬 局
秋 山 薬 局 第 三 支 店
エ ー ス 薬 局
し ろ く ま 薬 局
内 田 薬 局
ス カ イ 薬 局 青 戸 店
み ど り 東 薬 局

月日

８／８

８／９

月日

８／８

８／９

月日

８／８

８／９

内容

交付された◯障受給者証を医療機関の窓口に
提示することにより、保険診療医療費の自己
負担分の全額または一部を助成します。
都外の医療機関で◯障受給者証が使用できな
い場合は、受診後に医療費の助成申請ができ
ます。

対象者
都内在住の健康保険に加入している６５歳未満の方で、次のいずれかの手帳をお持ちの方

▼身体障害者手帳 １・２級（内部障害を含む場合は１～３級）

▼愛の手帳 １・２度 ▼精神障害者保健福祉手帳 １級

ただし、次に該当する方は対象となりません。

▼所得制限基準を超える方 ▼生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方

▼後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方

※６５歳以上の方でも、転入した方などは対象となる場合があります。
また、所得超過により受給資格が消滅した方は、令和２年中の所得（令和３年度住民税算
定基礎所得額）が基準内であれば再度申請することができます。
詳しくはお問い合わせください。

制度の名称

心身障害者医療費助成制度◯障

次のいずれかに該当する方は、受給できません

▼施設入所者

▼３カ月を超えて入院している方

▼福祉手当（経過措置）受給者
（原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり）

▼施設入所者

▼障害を事由とする公的年金受給者

▼施設、国立保養所などに入所している方

▼３カ月を超えて入院している方

▼施設入所者

▼難病患者福祉手当受給者

▼心身障害者福祉手当（精神障害）受給者

▼施設入所者

▼児童育成手当（障害手当）受給者

▼難病患者福祉手当受給者

▼心身障害者福祉手当（精神障害）受給者

▼施設入所者

▼施設入所者

▼児童育成手当（障害手当）受給者

▼難病患者福祉手当受給者

▼心身障害者福祉手当（A・B）受給者

手当（月額）

２７，３５０円

１４，８８０円

６０，０００円

１５，５００円

７，７５０円

２，５００円

７，７５０円

対象者
年齢

２０歳以上

２０歳未満

新規申請時
６５歳未満
新規申請時
２０歳以上
６５歳未満

新規申請時
６５歳未満

手帳取得時
６５歳未満

新規申請時
６５歳未満

障害程度

著しい重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護
が必要な方（所定の診断書などにより判定）

重度の障害があるため、日常生活で常時介護が必要な児童
（所定の診断書などにより判定）
心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護が必要な方
（東京都心身障害者福祉センターで判定）
身体障害者手帳 １・２級
愛の手帳 １～３度
脳性まひ、進行性筋萎縮症

身体障害者手帳 ３級（２０歳未満の方は１～３級）
愛の手帳 ４度（２０歳未満の方は１～４度）
戦傷病者手帳 特～３項症

身体障害者手帳 ▼下肢・体幹・移動機能障害 １～３級

▼視覚障害 １・２級 ▼内部障害 １級

▼下肢障害が４級以上で、上肢・内部・
平衡機能障害のいずれかが３級以上

愛の手帳 １・２度

精神障害者保健福祉手帳 １級

手当の名称

特別障害者手当

障害児福祉手当

重度心身障害者手当

Ａ

Ｂ

外出
支援分

精神障害

心身障害者
福祉手当

●医療費助成制度◯障

●各種手当

各各種種手手当当・・医医療療費費助助成成制制度度
のの申申請請ははおお済済みみでですすかか

現在◯障受給者証
をお持ちの方へ

障害の
ある方へ

電話で気軽に健康相談ができる窓口
健康ホットラインかつしか �03-3602-1244

午前8時30分～午後8時
月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 令和3年（2021年）8月5日 No.１８４６

（１１）


